
 

 

農村整備課建設工事請負等入札参加者選定委員会要綱 

 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、埼玉県建設工事指名業者選定要領に定めるほか、農村整備課

が発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る設計、調査、測量及び土木施設

維持管理の委託（以下「建設工事等」という。）の入札・契約事務の適正な執行に

当たり必要な事項を定める。 
 
（委員会の設置） 
第２条 建設工事等の入札・契約事務の適正な執行のため、農村整備課に農村整備

課建設工事請負等入札参加者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置するも

のとする。 
 
（審議事項） 
第３条 委員会が審議する事項は次のとおりとする。 
  ただし、法令又は要綱等（農村整備課長が決裁したものに限る。）で、契約の相

手方が特定されるものは除くものとする。 
 （１）建設工事等の指名競争入札の指名業者の選定に関すること。 
（２）建設工事等の一般競争入札の入札参加条件に関すること。 
（３）建設工事等の随意契約（埼玉県財務規則別表第２の「様式の区分」欄の支

出負担行為兼支出命令書に区分されているものを除く。）の見積書徴収に関す

ること。 
（４）その他委員長が審議を必要と認めた事項 

 
（組織） 
第４条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げ

る職にある者をこれに充てる。 
委員長   農村整備課長 

副委員長  農村整備課副課長 

委員    農村整備課主幹 

２ 委員長は、委員会を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務

を代行する。 
３ 委員長の職務を代行する副委員長の順は、総務・土地改良団体支援、企画、水

利調整・施設管理担当副課長を第１順位、水利施設整備・農地整備、農村環境、

技術管理担当副課長を第２順位とする。 
 
 



 

 

（運営） 
第５条 委員会は、委員長が招集し、委員長が委員会の審議の議長となる。 
２ 委員会は、委員会を組織する者の半数以上の者が出席しなければ会議を開くこ

とができない。 
３ 委員会を組織する者の代理者は、委員会に出席することはできない。 
４ 委員長は、特に必要があると認める場合は、一部の委員を審議から除斥するこ

とができる。 
 
（関係職員の出席） 
第６条 委員長は、審査の内容について必要があるときは、関係職員の出席を求め、

その説明又は意見を聞くことができる。 
 
（内申等） 
第７条 第３条各号に規定する事項の提案（以下「内申等」という。）は、その建設

工事等を所管する委員（以下「内申者」という。）が次の各号の中から内申等に必

要な資料により行うものとする。 
 （１）指名競争入札・随意契約については、別紙様式第１号 
 （２）一般競争入札については、別紙様式第２号 
２ 前項の内申等に当たっては、様式第３号によりその選定した理由を記載し、添

付するものとする。 
３ 委員会の審査は、内申等に基づいて行うものとする。 
４ 第１項及び第２項による資料は、機密扱いとし、農村整備課長に提出するもの

とする。 
５ 農村整備課長は、第４項で受領した資料を委員会の審査に付するものとする。 
 
（留意事項） 
第８条 内申等をしようとするときは、次の事項に留意しなければならない。 
 （１）地理的条件 
 （２）技術的適正 
 （３）実績、信用性 
 （４）その他契約履行に必要な条件 
 
（決定） 
第９条 第３条各号に規定する事項は、委員会の審議に基づき、農村整備課長が決

定する。 
 
 
 



 

 

（秘密の保持） 
第10条 委員会を組織する者又は委員会に出席した者は、公正にその任務を行うと

ともに、委員会の審議内容及び職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。 
 
（議事録等） 
第11条 委員会の事務局は、その委員会の会議ごとにその審議概要を議事録にまと

め、契約の相手方決定後に農村整備課において自由に閲覧できるようにするもの

とする。 
２ 前項の閲覧を行う期限は、閲覧に供した日が属する年度の翌年度４月１日から

５年間とする。 
３ 第３条第１号の内申に係る資料は前項に規定する期間保存しなければならない。 
４ 第３条第１号の内申に係る資料のうち、埼玉県情報公開条例第１０条２号に規

定する「法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する

情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」が記載された資料又は資料の

当該情報は不開示情報のため機密扱いとする。 
 
（事務局） 
第12条 委員会の事務局は、総務・土地改良団体支援担当が所掌する。 
 
（その他） 
第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は農村整備課長

が定める。 
 
   附 則 
１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
２ 農村整備課工事請負及び業務委託等業者指名選定委員会要綱は、平成２６年３

月３１日をもって廃止する。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
 
 



様式第１号 
 

 契 約 業 者 選 定 調 書 

 
  年  月  日 

 
 

農村整備課長 様 
 

担当主幹 
 
１ 件  名   
 
２ 契約期間      年  月  旬 ～     年  月  旬 
 
３ 予定価格（予算額）            円 
 
４ 契約方法  指名競争入札 

随意契約（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第  号該当） 
（理由・                     ） 

５ 契約目的 
 
６ 契約内容 
 
７ 内申業一覧 

番号 商号又は名称 代表者氏名 所 在 地 その他 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

以上  者 

  



様式第２号 
 

  年  月  日 
 

 
農村整備課長 様 
 
 

担当主幹 
 
 

           入札における公告案の内申について 
 

下記の入札に係る公告案を別添のとおり内申します。 
 
１  名  称                          
 
 
２  内  容                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別添 
 

一 般 競 争 入 札 案 件 概 要 

 
 

 
名  称 

 

 
 
業務内容 

 

 
契約期間 

 
    年  月  日から    年  月  日まで 

 
見積金額 

 
            円（消費税を含む） 

入札参加 
形  態 

 

 
 
 
 
 
主な参加 
資  格 

 

 

 

 

 
備  考 

 

 
※一般競争入札公告案を添付してください。 
 



建設工事

1　発注案件の概要
・案件名称、案件の場所、設計金額を記入する。

・該当する区分に○を入れ、業種(大)、業種(小)を記入する。

２　適用する資格者名簿の種別　(埼玉県建設工事等競争入札参加者名簿)

・該当する種別に○を入れる。

・該当する区分に○を入れ、建設工事については発注額に応じた発注標準を記入する。

・入札参加者数(又は応札可能者数)を決める根拠とその根拠に基づく入札参加者数等を記入する。

工事の場所 ○○市○○外　地内

様式第３号

○○担当

区分

種別

○

○

建　設　工　事

設計・調査・測量

設計・調査・測量

業種　(大)

土木

 

埼玉県一般競争入札参加条件設定ガイドライン

土木施設維持管理

３　発注額に応じた発注標準による選定
　　(埼玉県建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程　第15条)

区分

設計・調査・測量

土木施設維持管理

建設工事

業種　(小)

農業

入札参加者選定又は入札参加条件設定の理由書

【発注標準以外の業者を選定した場合の理由】
・この工事は鉄道に隣接する現場において、高い安全管理や品質管理を求められる工事のため、
＠級の業者を追加する。

土木施設維持管理

合計 13　社以上

【その他】　○○○○

5　社

発注標準はありません。

H16.3.26文第22145号　総務部長通知による追加

４　入札参加者数又は応札可能者数

発注標準はありません。

○

入札参加者数等の根拠 (要領・基準等の名称)

○○○○部指名業者選定基準（H  .  .  ○○○第○○○号）

入札参加者数

発注標準

建　設　工　事 土木　A級

委員会開催日 　　○○年○○月○○日

案件名称

設計金額(税込み) 54,000,000円

8　社以上

　○○○○工事

- 1 -



建設工事

・企業所在地の地域に○を入れる。

・絞りこみを行った場合は、その項目に○を記入するとともに、具体的項目を記入する。

【上記地域に追加した市町村名】

【県外、国外を選定した理由】

　○○市、○○市、○○町

川越県土　管内②

さいたま県土　管内③

【指名競争入札】　委員会への内申時
　以上の理由から別紙の「指名選定資料(内申書)」のとおり選定した。

７ 　選定等の結果

６ 　下記項目による入札参加者(又は応札可能者)の選定

○

(10) その他

(7) 安全管理の状況

さいたま県土　管内②

(4) 当該工事に対する
　　地理的条件

(3) 工事成績の状況

(2) 技術・設備状況

(1) 経営状況

北本県土　管内

(6) 当該工事の施工に
　　対する技術的適性

(5) 手持ち工事からみた
     施工能力

○

(8) 労働福祉の状況

(9)   その他

(11) その他

具体的項目

・類似工事の工事成績

(13) その他

・１級土木施工管理技士の人数　　・類似工事の施工実績。

(12) その他

さいたま県土　管内①

朝霞県土　管内

県土整備事務所管内を単位地域として選定する場合

県外

５ 　企業の所在地による選定

飯能県土　管内

杉戸県土　管内

県内全域

本庄県土　管内

東松山県土　管内

秩父県土　管内

国外

越谷県土　管内②

○

○

○

熊谷県土　管内

行田県土　管内

越谷県土　管内①

川越県土　管内①

項目

- 2 -



設計、調査、測量

1　発注案件の概要
・案件名称、案件の場所、設計金額を記入する。

・該当する区分に○を入れ、業種(大)、業種(小)を記入する。

２　適用する資格者名簿の種別　(埼玉県建設工事等競争入札参加者名簿)

・該当する種別に○を入れる。

・該当する区分に○を入れ、建設工事については発注額に応じた発注標準を記入する。

・入札参加者数(又は応札可能者数)を決める根拠とその根拠に基づく入札参加者数等を記入する。

様式第３号

合計 13　社以上

H16.3.26文第22145号　総務部長通知による追加 5　社

埼玉県一般競争入札参加条件設定ガイドライン

【その他】　○○○○

【発注標準以外の業者を選定した場合の理由】

４　入札参加者数又は応札可能者数

入札参加者数等の根拠 (要領・基準等の名称) 入札参加者数

○○○○部指名業者選定基準（H  .  .  ○○○第○○○号） 8　社以上

○ 設計・調査・測量 発注標準はありません。

土木施設維持管理 発注標準はありません。

３　発注額に応じた発注標準による選定
　　(埼玉県建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程　第15条)

区分 発注標準

建　設　工　事

種別

建　設　工　事

○ 設計・調査・測量

土木施設維持管理

○ 設計・調査・測量 建設コンサル 環境調査・計画

土木施設維持管理

設計金額(税込み) 3,240,000円

区分 業種　(大) 業種　(小)

建設工事

入札参加者選定又は入札参加条件設定の理由書
　　○○年○○月○○日 ○○担当

案件名称 　○○○○委託

委託の場所 ○○市○○外　地内

委員会開催日

－1－



設計、調査、測量

・企業所在地の地域に○を入れる。

・絞りこみを行った場合は、その項目に○を記入するとともに、具体的項目を記入する。

○ 県外

７ 　選定等の結果

【指名競争入札】　委員会への内申時
　以上の理由から別紙の「指名選定資料(内申書)」のとおり選定した。

(10) その他

(12) その他

(13) その他

(11) その他

(8) 労働福祉の状況

(9)   その他

○
(6) 当該業務の履行に
　　対する技術的適性

・技術士(○○分野)の○○人以上　・類似業務の履行実績。

(7) 安全管理の状況

(4) 当該業務に対する
　　地理的条件

(5) 手持ち業務からみた
　　業務能力

(2) 技術・設備状況

○ (3) 業務成績の状況 ・類似業務の成績評定○○点以上

【県外、国外を選定した理由】
・当該業務は鉄道に隣接する場所において道路構造物を構築するための設計委託であり、高い技術力
や安全対策が求められるため県外企業を選定する。

６ 　下記項目による入札参加者(又は応札可能者)の選定

具体的項目

(1) 経営状況

項目

杉戸県土　管内

【上記地域に追加した市町村名】

北本県土　管内 秩父県土　管内 越谷県土　管内②

朝霞県土　管内 東松山県土　管内 越谷県土　管内①

さいたま県土　管内③ 飯能県土　管内 行田県土　管内

本庄県土　管内

さいたま県土　管内② 川越県土　管内② 熊谷県土　管内

国外

県土整備事務所管内を単位地域として選定する場合

５ 　企業の所在地による選定

○ 県内全域

さいたま県土　管内① 川越県土　管内①

－2－



土木施設維持管理

様式第３号

1　発注案件の概要
・案件名称、案件の場所、設計金額を記入する。

・該当する区分に○を入れ、業種(大)、業種(小)を記入する。

２　適用する資格者名簿の種別　(埼玉県建設工事等競争入札参加者名簿)

・該当する種別に○を入れる。

・該当する区分に○を入れ、建設工事については発注額に応じた発注標準を記入する。

・入札参加者数(又は応札可能者数)を決める根拠とその根拠に基づく入札参加者数等を記入する。

様式第３号

合計 13　社以上

H16.3.26文第22145号　総務部長通知による追加 5　社

埼玉県一般競争入札参加条件設定ガイドライン

【その他】　○○○○

【発注標準以外の業者を選定した場合の理由】

４　入札参加者数又は応札可能者数

入札参加者数等の根拠 (要領・基準等の名称) 入札参加者数

○○○○部指名業者選定基準（H  .  .  ○○○第○○○号） 8　社以上

設計・調査・測量 発注標準はありません。

○ 土木施設維持管理 発注標準はありません。

３　発注額に応じた発注標準による選定
　　(埼玉県建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程　第15条)

区分 発注標準

建　設　工　事

種別

建　設　工　事

設計・調査・測量

○ 土木施設維持管理

設計・調査・測量

○ 土木施設維持管理 河川

設計金額(税込み) 2,160,000円

区分 業種　(大) 業種　(小)

建設工事

入札参加者選定又は入札参加条件設定の理由書
　　○○年○○月○○日 ○○担当

案件名称 　○○○○維持管理業務委託

工事(委託)の場所 ○○市○○外　地内

委員会開催日

－1－



土木施設維持管理

・企業所在地の地域に○を入れる。

・絞りこみを行った場合は、その項目に○を記入するとともに、具体的項目を記入する。

県外

７ 　選定等の結果

【指名競争入札】　委員会への内申時
　以上の理由から別紙の「指名選定資料(内申書)」のとおり選定した。

○ (10) その他 ・資格者名簿の土木の格付A及びBの者。

(12) その他

(13) その他

(11) その他

(8) 労働福祉の状況

○ (9)   その他 ・建設業法の土木工事業の許可を得ている者。

○
(6) 当該工事(業務)の施工
(履行)に対する技術的適性

・類似業務の履行実績のある者。

(7) 安全管理の状況

(4) 当該工事(業務)に対する
　　地理的条件

(5) 手持ち工事(業務)から
　　みた施工(業務)能力

(2) 技術・設備状況

(3) 工事(業務)成績
　　の状況

【県外、国外を選定した理由】

６ 　下記項目による入札参加者(又は応札可能者)の選定

具体的項目

(1) 経営状況

項目

杉戸県土　管内

【上記地域に追加した市町村名】

　○○市、○○市、○○町

北本県土　管内 秩父県土　管内 越谷県土　管内②

朝霞県土　管内 東松山県土　管内 越谷県土　管内①

さいたま県土　管内③ 飯能県土　管内 行田県土　管内

本庄県土　管内

さいたま県土　管内② ○ 川越県土　管内② 熊谷県土　管内

国外

県土整備事務所管内を単位地域として選定する場合

５ 　企業の所在地による選定

県内全域

さいたま県土　管内① ○ 川越県土　管内①

－2－


